
垂水市長　殿
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税務署に確定申告をした方は、この申告書は不要です。

１　所得金額

④

⑤

⑩

⑪

⑫

⑬

２　所得から差し引かれる金額

⑮

⑰

㉑

㉒

㉓

㉔

㉗

生年月日

令和６年度 市民税・県民税(国保・介護・後期)申告書
令和６年 ○  月 ○  日提出 宛名番号 世帯番号

医療保険  国保 ・ 後期 ・ その他(  　　                       )

区　分 種　目 Ａ 収 入 金 額 Ｂ 必 要 経 費 Ｃ 専従者控除額 所得金額 (Ａ-Ｂ-Ｃ)

昭和25年1月1日 電話 32-△△△△

職　　業   農業
勤 務 先

住　　所  垂水市田神○○××番地

ふりがな 　 たるみず　たろう

氏　　名   垂水　太郎

個人番号

農    業 きぬさや 4,050,000 1,852,550 860,000 ② 1,337,450

営 業 等 ①

利　  子

不 動 産 ③

給　  与 垂水市役所 50,000 (内専従者給与                       ) ⑥ 0

配　  当

⑦ 650,000

業　務 ⑧

公的年金等 厚生労働省 1,750,000

⑨ 175,000

総合譲渡

Ａ 収 入 金 額 Ｂ 必 要 経 費 Ｃ 特 別 控 除 額

短期

雑

その他のもの 個人年金 1,150,000 975,000

長期

2,162,450

社会保険料
控除

Ａ 国民健康保険税 Ｂ 国民年金保険料 Ｃ 介護保険料

⑭ 281,200
220,000

一  　時

61,200
Ｄ 後期高齢者保険料 Ｅ 社会保険料 Ｆ その他(       　　           )

合　  計 ①～⑫の合計

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料
控除

新生命保険 旧生命保険 110,000
⑯ 55,750新個人年金

地震保険料控除 地震保険分 旧長期分

旧個人年金

介護医療 29,500

障害者控除
本人、配偶者

扶養親族(16歳未
満を含む)

氏　名 障害の程度 障害区分 個人番号

⑱

 身・知・精・他    級 特 ・ 普

300,000
垂水 一郎  身・知・精・他 ２級 特 ・ 普 2222 2222 2222

 身・知・精・他    級 特 ・ 普

同居・別居

個人番号 　□　同一生計配偶者

配 偶 者 控 除
配偶者特別控除
同一生計配偶者

氏　名 生年月日 同居別居の別 配偶者の合計所得

⑲

扶養控除
（16歳未満
を含む）

氏　名 生年月日 続柄 同居別居

の別 個人番号

昭和63年12月1日 子 同・別 3333 3333
同・別

⑳ 710,000

垂水 一郎 大正10年7月1日 父 同・別 2222 2222 2222
垂水 恵

同・別

同・別

3333

基礎控除  合計所得金額に応じて控除額は逓減　　　　　（430,000円　290,000円　150,000円　0円） 430,000
合　　計 ⑭～㉓の合計 1,776,950

本人控除
 寡婦　[　死別　離婚　生死不明　未帰還　]　・　ひとり親

 勤労学生 学校名(    　　　　      　          )  学年(         )

OTC薬
区 分 75,000医療費控除

OTC薬
区 分

医療を受けた人の氏名 支払った医療費

雑損控除
損害を受けた資産と原因 損害金額 補てんされる金額 差引損失額(うち災害関連支出額)


㉕

垂水 太郎 200,000 25,000 100,000
合　　計 ㉔ ＋ ㉕ ＋ ㉖

補てんされる金額 所得の5%と10万円の少ない方の額又は特例医療費控除

㉖

1,851,950
※地方税法附則第4条の4の既定の適用を選択する場合には、
「医療費控除」欄のOTC薬区分に「1」と記入してください。

受
付

全件チェック
1　回　目

全件チェック
2　回　目

備
考

記入例
申告者本人の情報を

記入してください。

個人番号（マイナンバー）を

記入してください。

※添付書類等を持参し、市申告会場にて

申告される場合は記入不要です。



３　分離課税の所得

４　収支の内訳

５　事業専従者

６　別居の扶養親族等に関する事項

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

７　給与収入の内訳 ８　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

９　寄付金控除

月

1

2 10　所得がなかった場合

3 1.扶養または援助(仕送り等)を受けていた

4

5 円

6 年

7 年 年

8 年 年

9 5.その他(昨年の状況を詳しく記入)

10

11

12

11　所得金額調整控除に関する事項

所得金額 (Ａ-Ｂ-Ｃ)

所　得　金　額 

分離配当所得

区　　分

区　　分 種　　目  収  入  金  額 負 債 の 利 子 差 引 金 額 専従者控除額

長
期

一般

Ａ 収 入 金 額 Ｂ 必要経費 差 引 金 額 条　 文 Ｃ 特別控除額

軽減

一般

住居用財産

優良住宅

上場株式等

一般株式等

退　　職
Ａ 収 入 金 額 勤続年数 Ｂ 退職所得控除 Ｃ 退職障害者控除 Ｄ 差引金額(Ａ-Ｂ-Ｃ)

山　　林
Ａ 収 入 金 額 Ｂ 必要経費 Ｃ 差引金額 Ｄ 特別控除額 Ｅ 専従者給与 所得金額 (Ｃ-Ｄ-Ｅ)

先物取引

分
　
離
　
譲
　
渡

短
期

所得金額 (Ｄ／2)

収入 経費 収入 経費

農
　
　
業

販売金額 雇人費 租税公課 消耗品

種苗費 薬・肥料費 家事消費

営
　
　
業

売上金額 給料・賃金

租税公課

交通費

光熱費

諸材料費 光熱費 雑収入 通信費

家事消費 修繕費 減価償却 売上原価 修繕費 減価償却

雑収入 その他 ㋑ 合計 期首 その他 ㋑合計

農産物の期首 専従者控除前所得額 仕入金額 専従者控除前所得額

農産物の期末 ㋒ 専従者控除 期末 ㋒専従者控除

㋐ 合計 所得額(㋐-㋑-㋒) ㋐差引金額 所得額(㋐-㋑-㋒)

控除額または給与額

不
動
産

賃貸料 給料 租税公課 垂水 花子 S25.3.1

収入 経費 氏名 生年月日 続柄 従事月数

妻 12 860,000
礼金・権利料 消耗品 損害保険料 個人番号

名義書換料 修繕費 減価償却 氏名 生年月日 続柄 従事月数 控除額または給与額

更新料 その他 ㋑ 合計

専従者控除前所得額 個人番号

㋒ 専従者控除

㋐ 合計 所得額(㋐-㋑-㋒)

氏名 垂水 一郎 個人番号 住所 垂水市牛根境9999番地
氏名 個人番号 住所

日給 勤務日数 収入金額 都道府県、市区町村分 円 

勤
務
先

名称 配当割額控除額 円  

所在地 株式等譲渡所得割額控除額 円  

電話番号

条例指定分
都道府県 円 

住所地の共同募金会、日赤支部分 円 市区町村 円 

住所 氏名 続柄

2.非課税年金(遺族年金・障害年金等)を受給していた 受給額

3.雇用保険を受給していた 月退職

受給期間 月～

月まで

月まで

4.生活保護を受けていた 月～

賞与等 円 

収入金額合計 円 

個人番号

別居の場合
の住所

氏名 続柄

フリガナ 生年月日
特別障害者に
該当する場合

級
度

別居の親族を扶養している場合は

個人番号(マイナンバー)を記入して

ください。

事業所得・不動産所得については、

収支内訳書の添付が必要です。

収支内訳書や帳簿等を添付するか、

こちらの欄に記入してください。

日雇い等の給与収入

があり、源泉徴収票等

がない場合に記入して

ください。

昨年中の所得がなかった場合、

状況等を記入してください。

分離課税となる所得があった場合、

記入してください。


